
今次の防災基本計画修正における男女共同参画に係る修正箇所等 

 

今次の防災基本計画の修正（令和３年５月 25日中央防災会議決定）における、

男女共同参画にかかる修正箇所等は以下の下線部のとおり。 

 

「第２編 各災害に共通する対策編」のうち、 

 

 （１）「第１章第３節２（３）防災知識の普及，訓練における要配慮者等への

配慮」に以下を追加 

 

 〇国〔内閣府〕及び地方公共団体は，災害発生後に，指定避難所や仮設住宅， 

ボランティアの活動場所等において，被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害 

者にも加害者にもならないよう，「暴力は許されない」意識の普及，徹底を 

図るものとする。 

  

（２）「第 1章第６節迅速かつ円滑な災害応急対策，災害復旧・復興への備え」

に以下を追加 

 

 ○地方公共団体は，男女共同参画の視点から，地方防災会議の委員に占める女

性の割合を高めるよう取り組むとともに，男女共同参画担当部局が災害対

応について庁内及び避難所等における連絡調整を行い，また，男女共同参画

センターが地域における防災活動の推進拠点となるよう，平常時及び災害

時における男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割につい

て，防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化しておくよう努

めるものとする。 

 

（３）「第 1章第６節７（３）指定避難所等」に以下を追加 

 

○市町村は，指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し，食料，

飲料水，携帯トイレ，簡易トイレ，常備薬，マスク，消毒液，段ボールベッ

ド，パーティション，炊き出し用具，毛布等避難生活に必要な物資や新型コ

ロナウイルス感染症を含む感染症対策に必要な物資等の備蓄に努めるもの

とする。また，備蓄品の調達にあたっては，要配慮者，女性，子供にも配慮

するものとする。 



 

（４）「第２章第６節３（２）指定避難所の運営管理等」に以下を追加 

○市町村は，指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに，男

女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮するものとする。特に，女性

専用の物干し場，更衣室，授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性に

よる配布，男女ペアによる巡回警備や防犯ブザーの配布等による指定避難

所における安全性の確保など，女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定

避難所の運営管理に努めるものとする。  

 

〇市町村は，指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発

生を防止するため，女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する，ト

イレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設置す

る，照明を増設する，性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスター

を掲載するなど，女性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。

また，警察，病院，女性支援団体との連携の下，被害者への相談窓口情報

の提供を行うよう努めるものとする。 

 

 

（以上） 


